
 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

     

 

 

 

 

      

 

 

 

      

 

  

  

 

  

令和５年度答申第４４号

令和５年１１月１３日

諮問番号 令和５年度諮問第４８号（令和５年１０月２５日諮問）

審 査 庁 厚生労働大臣

事 件 名 未払賃金の立替払事業に係る事業主についての不認定処分に関する件

答 申 書

審査請求人Ｘからの審査請求に関する上記審査庁の諮問に対し、次のとおり答申

する。

結 論

本件審査請求は棄却すべきである旨の諮問に係る判断は、妥当で

ある。

理 由

第１ 事案の概要

１ 本件審査請求の骨子

本件は、審査請求人Ｘ（以下「審査請求人」という。）が立替払事業に係

る賃金の支払の確保等に関する法律（昭和５１年法律第３４号。以下「賃確

法」という。）７条及び賃金の支払の確保等に関する法律施行令（昭和５１

年政令第１６９号。以下「賃確令」という。）２条１項４号に基づく認定申

請（以下「本件認定申請」という。）をしたのに対し、Ａ労働基準監督署長

（以下「処分庁」という。）が不認定の処分（以下「本件不認定処分」とい

う。）をしたところ、審査請求人がこれを不服として審査請求をした事案で

ある。

２ 関係する法令の定め

（１）賃確法７条は、労働者災害補償保険の適用事業に該当する事業の事業主

（厚生労働省令で定める期間以上の期間にわたって当該事業を行っていた

ものに限る。）が破産手続開始の決定を受け、その他政令で定める事由に
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該当することとなった場合において、当該事業に従事する労働者で所定の

期間内に当該事業を退職したものに係る未払賃金（支払期日の経過後まだ

支払われていない賃金）があるときは、当該労働者の請求に基づき、当該

未払賃金に係る債務のうち所定の範囲内のものを当該事業主に代わって政

府が弁済するものとする旨規定する。

（２）賃確法７条における上記「その他政令で定める事由」について、賃確令

２条１項４号は、事業主（賃確法７条の事業主をいう。ただし、賃確令２

条２項の中小企業事業主であるものに限る。）が事業活動に著しい支障を

生じたことにより労働者に賃金を支払うことができない状態として厚生労

働省令で定める状態になったことについて、厚生労働省令で定めるところ

により、当該事業主に係る事業を退職した者の申請に基づき、労働基準監

督署長の認定があったこととする旨規定し、この「厚生労働省令で定める

状態」について、賃金の支払の確保等に関する法律施行規則（昭和５１年

労働省令第２６号。以下「賃確則」という。）８条は、事業活動が停止し、

再開する見込みがなく、かつ、賃金支払能力がないこととする旨規定する。

３ 事案の経緯

各項末尾掲記の資料によれば、本件の経緯は以下のとおりである。

（１）審査請求人は、Ｂ企画ことＣ（以下「本件事業主」という。）に雇用さ

れた労働者であったが、令和４年９月２５日、退職した。

（認定申請書）

（２）審査請求人は、令和４年１１月１０日、本件事業主が賃確令２条２項の

中小企業事業主であって、事業活動が停止し、再開する見込みがなく、か

つ、賃金支払能力がない状態であることについて、認定を求める認定申請

書を処分庁に提出して、本件認定申請をした。

（認定申請書）

（３）処分庁は、令和５年２月２７日付けで、本件認定申請につき、「事業活

動は停止しておらず、今後も事業活動の継続が見込まれるため。」との理

由を付して、本件不認定処分をした。

（不認定通知書）

（４）審査請求人は、令和５年５月２５日、審査庁に対し、本件不認定処分を

不服として本件審査請求をした。

（審査請求書）

（５）審査庁は、令和５年１０月２５日、当審査会に対し、本件審査請求を棄却
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すべきであるとして、本件諮問をした。

（諮問書、諮問説明書）

４ 審査請求人の主張の要旨

（１）審査請求人が勤務していたＤ地の土砂が運ばれる現場は、既に閉鎖され、

土砂搬入の余力もないままに放置されており、出入口の舗装も復元して返

還の処置も行われていない。

（２）Ｅ社のＦ氏ほか３名から、Ｇ地の現場に土砂を搬入しているが、本件事

業主とは異なる業者の伝票になっているとの説明を受けた。残土処分の依

頼であるが、最終処分地とか、中間処理の正式の許可を得ていないと思わ

れる本件事業主との契約は不自然である。

（３）Ａ労働基準監督署（以下「本件労基署」という。）と土砂を搬入してい

るＨ社の事務員との電話で、本件事業主との買掛金の支払とあるが、Ｈ社

の代表者でなければ疎明の力量は軽微であり、確定要素ではない。

（４）Ｉ社の本件事業主に対しての重機のリースは、書面上、都合上だけの書

面を採用していると思われる。本件事業主は、数百万円の修理、リース代

を抱えており、当時雇用されていたＪ氏及びＫ氏からも聞いている。

（５）審査請求人の調査では、当時雇用されていたＪ氏は糖尿の悪化で入院し

ており、もう一人のＫ氏については運転免許失効で、Ｇ地の現場で仕事は

しておらず、雇用を継続している事実はない。

（６）Ａ簡易裁判所で審査請求人と本件事業主との間で和解した貸付金返金訴

訟について、本件事業主は、第１回返済期限である令和５年３月末日の３

万円の支払も怠り、２回目の同年４月末も不履行となった。取引銀行には

わずかな金額しか預貯金がなく、これで事業活動ができるとは言い難い。

（７）Ｌ石油店とは取引停止となっており、現金を持参すれば、その分だけ販

売することをＬ石油社長から聞いている。

（８）以上の状況からみて、本件事業主の事業継続は１００パーセント見込み

がないことから、処分庁は本件事業主に賃金支払能力がないことを認める

べきである。

よって、本件不認定処分の取消しを求める。

（審査請求書、反論書）

第２ 審査庁の諮問に係る判断

審査庁の判断は、おおむね以下のとおりである。

１ 本件審査請求の論点は、本件事業主が「事業活動が停止し、再開する見込

3 



 

 

 

 

 

 

  

   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

みがない」状態に該当するか否かであり、これについては以下の事実が認め

られる。

（１）本件事業主は、令和４年１２月１３日、本件労基署の担当官に対し、以

下のとおり申し立てた。

ア 本件事業主が営む事業の業種は建設業であり、事業内容は、建設現場

などで発生した土砂を本件事業主の所有する土地に廃棄するというもの。

イ 土砂が運ばれる場所は、Ｄ地の現場及びＧ地の現場の２か所がある。

ウ 審査請求人が就労していたＤ地の現場は閉鎖しているが、現在、Ｇ地

の現場で事業を行っている。土砂はダンプで運ばれ、ダンプの運転手は

取引先の労働者である。

エ 現在の代表的な取引先は、Ｈ社、Ｍ不動産、Ｎ工業、Ｏ、Ｐ建築など

がある。

オ 取引先との契約は口頭で行い、取引先から代金を受け取る時に領収書

をもらう。

カ 現在、労働者を２名（Ｊ氏とＫ氏）雇用している。仕事内容はダンプ

の搬入台数の記録である。

キ 審査請求人からユンボの修理代金５０万円を支払ってもらう必要があ

るため、審査請求人に賃金を支払えない。

（２）本件労基署の担当官は、令和４年１２月１４日、Ｇ地の現場に臨検した

ところ、当該現場の門は開閉し、門の前で作業員の車が停車していた。

また、門には「立入禁止」の掲示物があり、本件事業主の名字及び携帯

電話の番号が記載されていた。

（３）本件事業主から、Ｈ社に対し、残土処分代として、令和４年１１月２５

日付けで同年１０月１日から同月３０日までの分（１５２万６０００円）、

同年１１月２９日付けで同月１日から同月２９日までの分（２８万円）及

び同年１２月２３日付けで同月１日から同月２３日までの分（３７万８５

００円）の請求がされているほか、Ｈ社の担当者は、本件労基署の担当官

に対し、令和５年２月２日には４万９０００円の支払をした旨申述してい

る。

（４）本件事業主は、令和５年２月９日、本件労基署の担当官からの電話録取

に対し、Ｈ社及び重機のリースを受けるＩ社とは現在も取引をしており、

今後も取引を行う予定であること、現在でもＪ氏とＫ氏の２名を雇用して

いる（ただし、１名は体調不良でしばらく仕事を休むかもしれない）こと
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等を申し立てた。

２ 上記１のとおり、本件事業主については、①処分庁の担当官の臨検の結果

においてＧ地の現場は閉鎖されている状況とは認められないこと、②Ｈ社と

の取引が継続していることが確認できること、③本件事業主は事業を継続す

る意思を有していることが確認できることなどの状況を総合的に勘案すれば、

その事業活動は停止しておらず、今後も事業活動の継続が見込まれるとした

本件不認定処分は違法又は不当なものとは認められない。

３ よって、本件審査請求には理由がないことから、本件審査請求は棄却され

るべきである。

第３ 当審査会の判断

１ 本件諮問に至るまでの一連の手続について

本件審査請求から本件諮問に至るまでの一連の手続に特段違法又は不当と

認めるべき点はうかがわれない。

２ 本件不認定処分の適法性及び妥当性について

（１）賃確法７条及び賃確令２条１項４号に基づく認定を受けるためには、事

業主が、事業活動が停止し、再開する見込みがなく、かつ、賃金支払能力

がない状態になったことが必要であり、その認定に当たっては、事業主の

活動内容を総合的に考慮して判断すべきものである。

（２）本件事業主の事業活動については、以下の事実が認められる。

ア 本件事業主の主な事業活動は、建設現場などで発生した土砂を下記イ

の土地に搬入するというものである。

（処理経過）

イ 土砂の搬入場所はＤ地の土地とＧ地の土地の２か所あり、審査請求人

が働いていた前者の現場は閉鎖したが、後者の現場については、令和４

年１２月に本件労基署の担当官が臨検した際、同所に「立入禁止管理者

ＱＣ」と記載された看板が設置されていたこと、同所の門が開閉されて

いること、作業員の車両及び作業員が存在することが確認された。

（処理経過、写真３枚（Ｇ地の土地に係るもの））

ウ 本件事業主から取引先であるＨ社に対し、令和４年１１月から同年１

２月にかけて残土処分代の請求がなされ、令和５年２月にもＨ社から本

件事業主に対して買掛金が支払われており、Ｈ社の代表者は今後も本件

事業主との取引を継続する旨申し立てている。

（請求書３通、電話録取書（Ｈ社事務員に係るもの）、電話録取書
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（Ｈ社代表取締役に係るもの））

エ 本件事業主は、令和５年２月時点で、Ｈ社ほか１社との取引が行われ

ており、今後も取引を継続する旨申し立てている。

（電話録取書（Ｃに係るもの））

以上の事実に照らすと、本件事業主については、本件不認定処分当時、

Ｇ地の現場において事業活動が行われていたことがうかがわれ、取引先と

の取引も継続しており、事業活動継続の意思もあると認められるので、事

業活動を停止していたと認定することはできない。

３ まとめ

以上によれば、本件不認定処分が違法又は不当であるとはいえず、本件審

査請求は棄却すべきである旨の諮問に係る判断は、妥当である。

よって、結論記載のとおり答申する。

行政不服審査会 第２部会

委 員 戸 谷 博 子

委 員 木 村 宏 政

委 員 交 告 尚 史

6 


